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東京工科大学大学院学則 

 

第１章   総     則 

 

（目 的） 

第１条  東京工科大学大学院（以下「本大学院」という。）は、学術の理論及び応用を教

授研究し、その深奥を究めて、文化の進展に寄与することを目的とする。 

 

（研究科及び課程） 

第２条  本大学院に次の研究科を置く。 

      バイオ・情報メディア研究科 

      工学研究科 

      デザイン研究科 

      医療技術学研究科 

２． 本大学院の課程は、修士課程及び博士課程とし、博士課程は、これを前期２年の

課程及び後期３年の課程に区分し、前期２年の課程は、これを修士課程として取り

扱うものとする。 

３． 前項の前期２年の課程は、「修士課程」といい、後期３年の課程は、「博士後期課

程」という。 

 

（課程の目的） 

第３条  修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又

はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培う

ことを目的とする。 

２． 博士後期課程は、専攻分野について研究者として自立して研究活動を行い、又は

その他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎と

なる豊かな学識を養うことを目的とする。 

 

（専攻及び学生定員） 

第４条  各研究科に置く専攻及び学生定員は、次のとおりとする。 

研究科 専   攻 
修士課程 博士後期課程 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

バイオ・情報メ

ディア研究科 

バイオニクス専攻 ４０ ８０ ２ ６ 

コンピュータサイエンス専攻 ３０ ６０ ２ ６ 

メディアサイエンス専

攻 
３０ ６０ ２ ６ 

工学研究科 サステイナブル工学専攻 ４０ ８０ ３ ９ 

デザイン研究科 デザイン専攻 １０ ２０   

医療技術学研究科 臨床検査学専攻  ５ １０   

 

（研究科及び専攻の目的） 

第４条の２ 各研究科の教育研究上の目的は、次のとおりとする。 

(1) バイオ・情報メディア研究科は、21 世紀社会の発展にかかわりを持つ新

たな技術の開拓に挑戦し、バイオ･情報･メディアの学際的分野の技術や

知識を通して、それぞれの専攻分野の高度で実践的な知識や技術の修得
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をねらいとする。 

(2) 工学研究科は、課題発見のために現状を正しく把握し、分析・評価する能

力、課題を多面的に正しく理解するために必要な実学に基づく専門的な

知識、倫理や安全にも配慮した健全な課題の解決策を導き出すための論

理的思考力及び導いた解決策を世界に発信するためのコミュニケーショ

ン力を修得する。 

(3) デザイン研究科は、高度で最新のＩＣＴ（情報コミュニケーション技術）

を駆使して、デジタルスキルを修得することによって専門性を深めると

ともに、創造性を重視した「表現力」と感性を融合した能力を持ち、社会

的なテーマに対応し得るデザインと発想する力を修得する。 

(4) 医療技術学研究科は、医療を支える高度で専門的な知識・技術や指導力を

備えるとともに、研究者としての基本的な能力を培い、教育・研究機関と

医療現場とのコラボレーションによる調査・研究等を推進することがで

きる医療従事者を養成する。 

２． 各研究科に置く専攻の教育研究上の目的は、次のとおりとする。 

(1) バイオ・情報メディア研究科バイオニクス専攻は、生物の高効率・省エネ

ルギーシステムに学び、これを工学的に応用することにより、社会・産業

に役立つ独創的な技術者・研究者を養成する。 

(2) バイオ・情報メディア研究科コンピュータサイエンス専攻は、最先端の情

報通信技術分野に関する教育研究を通じて、高度情報化社会における、経

済、社会、生活、文化の中核を担う先進的な技術者・研究者を養成する。 

(3) バイオ・情報メディア研究科メディアサイエンス専攻は、人間社会のあら

ゆる局面において活動するメディアに関して、メディア表現、メディア環

境、メディア技術などの教育を通じて、多様で発展的なメディア分野で活

躍することのできる創造性豊かな技術者・研究者を養成する。 

(4) 工学研究科サステイナブル工学専攻は、持続可能な社会構築のために、サ

ステイナブル工学の立場からの機械工学、電気電子工学、応用化学に関す

る専門分野の高度な知識と技術を追求し、分野横断的かつ論理的な思考

による問題解決力と実践力を修得する。特に、研究プロジェクトを通して

サステイナブル工学分野の研究能力・実践力と研究成果を社会に発信す

るコミュニケーション力を身につける。 

(5) デザイン研究科デザイン専攻は、視覚デザイン系と工業デザイン系に分

かれ、より高度で最先端テクノロジーを用いた「デザインスキル」を修得

し、今日世界共通の課題である循環型社会の提案や人が暮らすコミュニ

ティの問題や資源の活用といった社会に根ざした視点からクリエイティ

ブな表現によってサステイナブルデザインを発想する人材を育成する。 

(6) 医療技術学研究科臨床検査学専攻は、高度な専門的知識・技術に加え、応

用力・観察力・洞察力・分析力や科学的な論理的思考力・判断力等を身に

つけ、日々進歩する臨床検査分野の動向について自ら考え行動でき、医療

に貢献できる人材を育成する。 

 

（標準修業年限と在学年限） 

第５条  博士課程の標準修業年限は５年とし、修士課程の標準修業年限は２年、博士後期

課程の標準修業年限は３年とする。 

２． 修士課程にあっては４年を超えて、博士後期課程にあっては６年を超えて在学す

ることができない。 

 

 

 



32 

第２章   教員組織及び運営組織 

 

（研究科長） 

第６条  各研究科に研究科長を置く。 

２． 研究科長は、研究科を代表し、研究科に関する学務をつかさどる。 

 

（教 員） 

第７条  各研究科における研究指導及び授業は、大学院において研究指導又は授業を担

当する資格を有する教員が担当する。 

 

（研究科委員会） 

第８条  各研究科に研究科委員会を置き、それぞれ当該研究科を担当する教授をもって

構成する。ただし、研究科長が必要と認める場合には、当該研究科を担当する准教

授、講師（非常勤を除く。）、助教及びその他の職員を出席させることができる。 

２． 研究科委員会は、当該研究科長が招集し、議長となる。 

３． 研究科委員会は、構成員の３分の２以上の出席がなければ、これを開くことがで

きない。 

４． 研究科委員会の議決は、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

５． 研究科委員会は、当該研究科に関する次に掲げる事項について審議し、学長が決

定を行うに当たり意見を述べるものとする。 

(1) 学生の入学、課程の修了に関する事項 

(2) 学位の授与に関する事項 

(3) 前２号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で研究科委員会

の意見を聞くことが必要なものとして学長が定める事項 

６． 研究科委員会は、前項に掲げるもののほか、当該研究科における教育研究に関す

る事項及び学長の求める事項について審議することができる。 

７．  第５項第３号における学長が定める事項については、東京工科大学大学院研究

科委員会規程に定めるところによる。 

８．  研究科委員会は、学校教育法施行規則第１４３条の規定を準用し、研究科委員会

に属する教授のうち一部の者をもって構成する研究科運営委員会（以下「運営委員

会」という。）を置き、運営委員会の議決をもって、研究科委員会の議決とする。 

９． 研究科委員会及び運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

第３章   学年、学期及び休業日 

 

（学 年） 

第９条  学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。 

２． １年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、３５週にわたることを原

則とする。 

 

（学 期） 

第１０条 学年を次の２学期に分ける。 

       前 期   ４月 １日から   ９月２５日まで 

       後 期   ９月２６日から 翌年３月３１日まで 

２． 学長は、必要がある場合は、大学評議会の議を経て、前項に定める期間を変更す

ることができる。 
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（休業日） 

第１１条 休業日は、次のとおりとする。 

(1) 日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日 

(3) 創立記念日  ５月１日 

(4) 春期休業   ４月１日から４月６日まで 

(5) 夏期休業   ８月８日から９月２５日まで 

(6) 冬期休業   １２月２３日から１月７日まで 

２． 学長は、必要がある場合は、大学評議会の議を経て、前項に定める休業日を臨時

に変更することができる。 

３． 学長は、第１項に定める休業日以外に大学評議会の議を経て、臨時に休業日を定

めることができる。 

 

 

第４章   入学、休学、退学及び転学等 

 

（入学の時期） 

第１２条 入学の時期は、学年の始めとする。 

２． 学長は、必要がある場合は、大学評議会の議を経て、学年の途中においても学期

の区分に従い、学生を入学させることができる。 

 

（入学資格） 

第１３条 本大学院の修士課程に入学できる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 学校教育法第１０４条第４項の規定により学士の学位を授与された者 

(3) 外国において、学校教育における１６年の課程を修了した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修するこ

とにより当該外国の学校教育における１６年の課程を修了した者 

(5) 外国の大学等において、修業年限が 3 年以上である課程を修了することに

より、学士の学位に相当する学位を授与された者 

(6) 日本において、文部科学大臣が指定した外国大学日本校の 16 年の課程を

修了した者 

(7) 学校教育法施行規則第１５５条第１項第５項の規定により専修学校の専門

課程で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に

修了した者 

(8) 文部科学大臣の指定した者 

(9) 大学に３年以上在学し、又は外国において学校教育における１５年の課程

を修了し、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと本大学院が認

めた者 

(10) 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上

の学力があると認めた者で、２２歳に達した者 

２． 本大学院の博士後期課程に入学できる者は、次の各号の一に該当するものとする。 

(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者 

(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修

士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(4) 文部科学大臣の指定した者 

(5) 我が国において、外国の大学院相当として指定した外国の学校課程（文部

科学大臣指定外国大学（大学院相当）日本校）を修了し、修士の学位や専
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門職学位に相当する学位を授与された者（施行規則第１５６ 条第３号） 

(6) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特

別措置法（昭和５１年法律第７２号）第１台条第２項に規程する１９７２

年１２月１１日の国際連合総会議決に基づき設立された国際連合大学の課

程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者 

(7) 本大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学

位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、２４歳に達した者 

 

（入学志願手続） 

第１４条 本大学院に入学を志願する者は、指定の期間内に別に定める入学検定料を添え

て所定の書類を提出しなければならない。 

 

（入学者の選考） 

第１５条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。 

 

（入学手続及び入学許可） 

第１６条 前条の選考結果に基づき、合格の通知を受けた者は、指定の期日までに別に定め

る書類を提出するとともに、所定の入学金及び授業料（以下「学費」という。）を

納付しなければならない。 

２． 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。 

 

（転入学） 

第１７条 他の大学の大学院（以下「他大学院」という。）に在学している学生で、本大学

院への転入学を志願する者があるときは、教育研究に支障がない場合に限り、研究

科委員会の議を経て、学長が転入学を許可することがある。 

 

（転研究科及び転専攻） 

第１７条の２ 本大学院に在学する者で、転研究科及び転専攻を志願する者があるときは、

研究科委員会の議を経て、研究科長がこれを許可することがある。 

 

（再入学） 

第１８条 第２５条の規定により本大学院を退学した者で、本大学院への再入学を志願す

る者があるときは、教育研究に支障がない場合に限り、研究科委員会の議を経て、

学長が再入学を許可することがある。 

 

（入学等における単位の取扱い） 

第１９条 第１６条、第１７条、第１７条の２、第１８条の規定により入学、転研究科、転

専攻を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位数の取扱い等につ

いては、研究科委員会の議を経て、研究科長がこれを決定する。 

 

（休 学） 

第２０条 疾病その他特別な理由により引き続き２カ月以上修学することができない者は、

休学願にその理由を証明する書類を添えて提出し、研究科委員会の議を経た上で、

研究科長の許可を得て休学することができる。 

２． 疾病のために修学することが適当でないと認められる者については、研究科長は、

休学を命ずることができる。 

 

（休学期間） 

第２１条 休学期間は、１年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、１年を限度と



35 

して研究科長が休学期間の延長を認めることができる。 

２． 休学期間は、各課程それぞれ通算して２年を超えることはできない。 

３． 休学期間は、在学年数に算入しない。 

 

（復 学） 

第２２条 休学期間中にその理由が消滅したときは、研究科長の許可を受け復学すること

ができる。 

 

（転 学） 

第２３条 本大学院に在学する学生で、他大学院へ転学を志願する者があるときは、研究科

委員会の議を経て、研究科長がこれを許可することがある。 

 

（留 学） 

第２４条 外国の大学院で修学することを志願する者があるときは、研究科委員会の議を

経て、研究科長がこれを許可することがある。 

 

（願いによる退学） 

第２５条 疾病その他やむを得ない理由により退学しようとする者は、その理由を記載し

た退学願を提出し、学長の許可を得なければならない。 

２． 前項の場合、学長は、研究科委員会の議を経て、これを許可する。 

 

（大学の命ずる退学） 

第２５条の２ 成業の見込みがないと認めた者については、学長は、研究科委員会の議を経

て、退学を命ずることができる。 

 

 

第５章   教育課程及び履修方法 

 

（授業及び研究指導） 

第２６条 本大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究

指導」といい、これにあたる教員を「指導教員」という。）によって行う。 

 

（授業科目及び単位数） 

第２７条 各研究科の授業科目及び単位数は、次のとおりとする。 

(1) バイオ・情報メディア研究科の授業科目及び単位数は別記１－１のとおり

とする 

(2) 工学研究科の授業科目及び単位数は別記１－２のとおりとする 

(3) デザイン研究科の授業科目及び単位数は別記１－３のとおりとする 

(4) 医療技術学研究科の授業科目及び単位数は別記１－４のとおりとする 

２． 授業科目の単位の計算方法は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする

内容をもって構成することを標準とし、次の基準により単位数を計算するものとす

る。 

(1) 講義については、１５時間から３０時間までの範囲で本大学院が定める時

間の授業をもって１単位とする 

(2) 実験等については、３０時間から４５時間までの範囲で本大学院が定める

時間の授業をもって１単位とする 

３． 履修に関する事項は、別に定める 

 

（授業方法等） 
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第２７条の２ 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれら

の併用により行うものとする。 

２.  文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業科目を、多様なメディアを

高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

３． 学長が必要と認めた場合には、第１項の授業科目を外国において履修させること

ができる。また、第２項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授

業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。 

４． 文部科学大臣が別に定めるところにより、前条の授業の一部を、校舎及び附属施

設以外の場所で行うことができる。 

 

（単位の授与） 

第２８条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には所定の単位を与える。ただし、平

常の成績をもって試験に代えることができる。 

 

（他大学院における授業科目の履修等） 

第２９条 教育上有益と認めるときは、学生が他大学院における授業科目を履修すること

を認めることができる。 

２． 前項の規定により、履修した授業科目について修得した単位については、研究科

委員会の議を経て、１０単位を限度として本大学院において修得した単位とみなす

ことができる。 

 

（他大学院等における研究指導等） 

第３０条 教育上有益と認めるときは、学生が他大学院又は研究所等（以下「他大学院等」

という。）において、必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、

修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、１年を超

えないものとする。 

２． 前項の規定に基づき、他大学院等で受けた研究指導は、本大学院で受けた研究指

導の一部とみなすことができる。 

 

（追試験） 

第３１条 疾病その他やむを得ない理由により第２８条に定める試験を受けることができ

なかった者は、担当教員がその理由を適当であると認め、許可した場合に限り追試

験を受けることができる。 

２． 追試験受験の際には、別に定める追試験受験料を納めなければならない。 

 

（成績の評価） 

第３２条 授業科目の成績の評価は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤの５段階で表示し、Ｓ、Ａ、Ｂ

及びＣを合格、Ｄを不合格とする。 

 

 

第６章   課程の修了及び学位の授与 

 

（修士課程の修了要件） 

第３３条 修士課程の修了要件は、大学院に２年以上在学し、３０単位以上を修得し、かつ、

必要な研究指導を受けた上、本大学院の行う修士論文の審査（デザイン研究科に

あっては修士論文及び修士作品）及び最終試験に合格することとする。ただし、在

学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に１年以上在学すれ

ば足りるものとする。 

２． 前項の場合において、本大学院修士課程の目的に応じ適当と認められるときは、
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特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることが

できる。 

 

（博士課程の修了要件） 

第３３条の２ 博士課程の修了要件は、大学院に５年(修士課程に２年以上在学し、当該課

程を修了した者にあっては、当該課程における２年の在学期間を含む。）以上

在学し、３０単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本大学院

の行う博士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学

期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に３年（修士

課程に２年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における

２年の在学期間を含む。）以上在学すれば足りるものとする。 

２． 前条第１項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者

の博士課程の修了要件は、修士課程における在学期間に３年を加えた期間以

上在学し、３０単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本大学

院の行う博士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在

学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に３年（修

士課程における在学期間を含む。）以上在学すれば足りるものとする。 

３． 第１３条第２項第２号から第５号までのいずれかに該当するものが、博士後

期課程に入学した場合の博士課程の修了要件は、当該課程に３年以上在学し、

必要な研究指導を受けた上、本大学院の行う博士論文の審査及び最終試験に

合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上

げた者については、当該課程に１年以上在学すれば足りるものとする。 

 

（学位論文の審査） 

第３４条 修士論文又は博士論文の審査は、研究科委員会が定める審査委員によって行う

ものとする。 

２． 審査委員は、主査を指導教員以外の者から選出し、修士論文については主査及び指

導教員を含めて３名以上、博士論文については主査及び指導教員を含めて５名以上の

審査委員がこれにあたる。 

 

（最終試験） 

第３５条 最終試験は、前条の審査委員が課した問題を中心とした筆記試験によって行う。 

 

（課程修了の認定） 

第３６条 課程修了の認定は、前２条の結果に基づき研究科委員会の議を経て、学長が行う。 
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（学位の授与） 

第３７条 本大学院の課程を修了した者には、次の区分により学位を授与する。 

研究科 専攻 
授与する学位（専攻分野） 

修士課程 博士後期課程 

バ
イ
オ
・
情
報
メ

デ
ィ
ア
研
究
科 

バイオニクス専攻 
修士（バイオニクス） 

又は修士（工学） 

博士（バイオニクス） 

又は博士（工学） 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｲｴﾝｽ専攻 
修士（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｲｴﾝｽ） 

又は修士（工学） 

博士（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｲｴﾝｽ） 

又は博士（工学） 

メディアサイエンス専攻 
修士（メディアサイエン

ス）又は修士（工学） 

博士（メディアサイエン

ス）又は博士（工学） 

工
学 

研
究
科 

サステイナブル工学専攻 修士（工学） 博士（工学） 

デ
ザ
イ
ン 

研
究
科 

デザイン専攻 修士（デザイン）  

医
療
技
術
学

研
究
科 

臨床検査学専攻 修士（臨床検査学）  

 

２． 本大学院博士課程を経ないで論文を提出し、博士の学位を請求した者に対する学

位の授与については、別に定める。 

 

 

第７章   賞罰及び除籍 

 

（表 彰） 

第３８条 本大学院の学生として特に善行のあった者又は本学の名誉を著しく高めた者に

対して、大学評議会又は研究科委員会の議を経て、学長又は研究科長が表彰を行う

ことがある。 

２． 本大学院在学中、成績、人物共に秀でた者に対して、大学評議会又は研究科委員

会の議を経て、学長又は研究科長が表彰を行うことがある。 

 

（懲 戒） 

第３９条 本大学院の学生が、本学の規則に違反し、その他学生の本分に反する行為をした

場合には、研究科委員会の議を経て、学長がこれを懲戒する。 

２． 懲戒は、戒告、停学、退学とする。 

３． 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。 

(1) 性行不良で改善の見込みがない者 

(2) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

４． 停学期間は、原則として在学年数に算入しない。 

 

（除 籍） 

第４０条  次の各号の一に該当する者は、研究科委員会の議を経て、学長が除籍する。 
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(1) 第５条に規定する在学年限を超えた者 

(2) 第２１条第１項及び第２項に規定する休学期間を超えてなお復学できない

者 

(3) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 

(4) 死亡又は行方不明の届け出のあった者 

 

 

第８章   外国人留学生及び科目等履修生等 

 

（外国人留学生） 

第４１条 日本国籍を有しない者で、大学院において教育を受ける目的をもって入国し、本

大学院に入学を志願する者があるときは、本大学院の教育研究に支障のない場合に

限り、選考の上、学長は、外国人留学生として入学を許可することがある。 

２． 外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（科目等履修生） 

第４２条 本大学院において特定の授業科目の履修を志願する者があるときは、本大学院

の教育研究に支障のない場合に限り、研究科委員会の議を経て、研究科長は、これ

を許可することがある。 

 

（特別聴講学生） 

第４３条 本大学院において、特定の授業科目を履修することを希望する他大学院の学生

があるときは、当該他大学院との協議に基づき、研究科委員会の議を経て、研究科

長は、特別聴講学生として履修を許可することがある。 

 

（研究生） 

第４４条 本大学院において特定の専門事項について研究することを志願する者があると

きは、本大学院の教育研究に支障のない場合に限り、研究科委員会の議を経て、研

究科長は、これを許可することがある。 

 

（委託生） 

第４５条 本大学院において、国、地方公共団体、会社その他の諸団体からの委託に基づき、

研究等をすることを志願する者があるときは、本大学院の教育研究に支障のない場

合に限り、当該諸団体等との協議に基づき、研究科委員会の議を経て、研究科長は、

これを許可することがある。 

 

（科目等履修生等の取扱い） 

第４６条 科目等履修生、特別聴講学生、研究生及び委託生（以下「科目等履修生等」とい

う。）は、本大学院学則及びその他の諸規則を遵守しなければならない。 

２． 科目等履修生等に関して必要な事項は、別に定める。 

 

 

第９章   入学検定料及び学費 

 

（入学検定料及び学費） 

第４７条 入学検定料及び学費については、別表に定める。 

２． 本大学院に在学する学生は、在学期間に相応する学費を納付しなければならない。

ただし、休学中の学費については、別に定める。 

３． 科目等履修生等の学費については、別に定める。 
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４． 学費の納入方法及び時期については、別に定める。 

５． 既に納付した入学検定料及び学費は、原則として返還しない。 

 

（学費の延納及び分納） 

第４８条 やむを得ない事由により所定の期日までに学費を納入できない者は、所定の手

続を経て、学費を延納又は分納することができる。 

２． 前項の手続方法については、別に定める。 

 

 

第１０章   補     則 

 

（諸規則の制定及び改廃） 

第４９条 本大学院学則の改廃は、大学評議会の議を経て、理事会において決定する。 

 

 

 附  則 

１． この学則は、平成５年４月１日から施行する。 

１． この学則は、平成６年４月１日から施行する。 

１． この改正学則は、平成７年４月１日から施行する。 （第２条、第３条、第４条、

第５条、第１０条、第１１条、第１２条、第２１条、第２６条、第３０条、第３３条、

第３４条、第３５条、第３７条、第２７条別記第１、第４７条別表第２)  

１． この改正学則は、平成８年４月１日から施行する。（第４３条、第４７条別表第２） 

１． この改正学則は、平成９年４月１日から施行する。（第４７条別表第２） 

１． この改正学則は、平成１０年４月１日から施行する。（第２７条別記第１、第４７

条別表第２) 

１． この改正学則は、平成１１年４月１日から施行する。（第４条、第２７条別記第１、

第４７条別表第２）  

１． この改正学則は、平成１２年４月１日から施行する。（第６条、第８条、第４７条

別表第２） 

１． この改正学則は、平成１３年４月１日から施行する。（第１２条、第２７条別表第

１、第３８条、第４７条別表第２） 

 ただし、第１２条の改正規定は、平成１３年１月６日から適用する。 

１． この改正学則は、平成１４年４月１日から施行する。（第８条、第１１条、第１２

条、第１９条、第２０条、第２２条、第２３条、第２４条、第４２条、第４３条、第

４４条、第４５条、第４７条別表第２） 

１． この改正学則は、平成１５年４月１日から施行する。（第１条～第１０条、第１２

条、第１３条、第１６条～第１８条、第２５条、第２５条の２、第２７条、第３０条、

第３３条、第３７条～第４７条、第２７条別記第１－１、第１－２、第４７条別表第

２） 

１． この改正学則は、平成１６年４月１日から施行する。（第１３条、第２７条別記第

１－１、第４７条別表第２） 

１． この改正学則は、平成１７年４月１日から施行する。（第２条～第８条、第１３条、

第１７条の２、第１９条、第２７条、第２９条～第３１条、第３３条、第３３条の２、

第３７条、第４７条、第４９条、第２７条別記、第４７条別表） 

２． この学則による改正前の工学研究科及びメディア学研究科は、改正後の第４条の規

定にかかわらず、平成１７年３月３１日に工学研究科及びメディア学研究科に在学

する者が工学研究科及びメディア学研究科に在学しなくなるまでの間、存続するも

のとする。 

３． 第２条、第５条、第２７条、第３０条、第３３条、第３３条の２、第３７条の規定
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は、平成１７年４月１日以後の入学者から適用し、平成１７年３月３１日以前の入学

者については、なお従前の例による。 

１． この改正学則は、平成１８年４月１日から施行する。（第２７条別記、第４７条別

表） 

１． この改正学則は、平成１９年４月１日から施行する。（第６条、第 7 条、第８条、

第２７条別記、第４７条別表） 

１． この改正学則は、平成２０年４月１日から施行する。（第４条の２、第２７条別記、

第４７条別表） 

１． この改正学則は、平成２０年６月１日から施行する。（第１２条） 

１． この改正学則は、平成２１年４月１日から施行する。（第１３条、第２７条別記） 

１． この改正学則は、平成２２年４月１日から施行する。（第２７条別記、第３２条、

第３４条、第３５条） 

１． この改正学則は、平成２３年４月１日から施行する。（第１３条、第２７条別記、

第４７条別表） 

１． この改正学則は、平成２４年４月１日から施行する。（第１３条の２、第２７条別

記、第４７条別表） 

１． この改正学則は、平成２５年４月１日から施行する。（第２７条別記、第４７条別

表） 

１． この改正学則は、平成２６年４月１日から施行する。（第２７条別記、第４７条別

表） 

１． この改正学則は、平成２７年４月１日から施行する。（第８条、第２７条別記、第

４７条別表） 

１．  この改正学則は、平成２８年４月１日から施行する。（第８条、第１９条、第４７

条、第４８条、第２７条別記、第４７条別表） 

２． 第４７条及び第４７条別表に定める休学在籍料は平成２８年４月１日に在学する

学生から適用し、平成２８年３月３１日以前の入学者にかかわる休学在籍料ついて

は、経過措置として平成２８年度に限り第４７条別表の規定にかかわらず、次表のと

おりとする。 

 

・修士課程 

 休学在籍料 

学 期  休学在籍料 

通 年（前後期） 60,000円 

半 期（前 期） 30,000円 

半 期（後 期） 30,000円 

 

・博士後期課程 

 休学在籍料 

学 期 休学在籍料 

通 年（前後期） 60,000円 

半 期（前 期） 30,000円 

半 期（後 期） 30,000円 

１． この改正学則は、平成２９年４月１日から施行する。（第２７条別記、第４７条別

表） 

１． この改正学則は、平成３０年４月１日から施行する。（第２７条別記、第４７条別
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表） 

１． この改正学則は、平成３１年４月１日から施行する。（第２条、第４条、第４条の

２、第６条、第７条、第８条、第２７条、第３３条、第３７条、第２７条別記、第４

７条別表） 

１． この改正学則は、令和２年４月１日から施行する。（第１３条、第２７条別記１－

１、第４７条別表） 

１． この改正学則は、令和３年４月１日から施行する。（第２条、第４条、第４条の２、

第２７条、第３４条、第３７条、第２７条別記１－１・１－２・１－４、第４７条別

表） 

１． この改正学則は、令和４年４月１日から施行する。（第２７条の２、第２７条別記

１－１・１－２、第４７条別表） 

１． この改正学則は、令和５年４月１日から施行する。（第４条、第４条の２、第８条、

第３７条、第４９条、第２７条別記１－１・１－２・１－３、第４７条別表） 

２． この学則による改正前のバイオ・情報メディア研究科修士課程アントレプレナー専

攻は、改正後の第４条の規定にかかわらず、令和５年３月３１日にバイオ・情報メ

ディア研究科修士課程アントレプレナー専攻に在学する者が当該専攻に在学しなく

なるまでの間、存続するものとする。 

３． 第３７条、第２７条別記１－１・１－３の規定は、令和５年４月１日以降の入学者

から適用し、令和５年３月３１日以前の入学者については、なお従前の例による。 

１． この改正学則は、令和６年４月１日から施行する。（第２７条別記１－１・１－２・

１－４、第４７条別表）ただし、第２７条別記１－１・１－２・１－４の規定は、令

和６年４月１日以降の入学者から適用し、令和６年３月３１日以前の入学者につい

ては、なお従前の例による。 

１． この改正学則は、令和７年４月１日から施行する。（第２７条別記１－１・１－２・

１－３・１－４、第４７条別表）ただし、第２７条別記１－１から１－４の改正規定

は令和７年４月１日以降の入学者から適用し、令和７年３月３１日以前の入学者に

ついては、なお従前の例による。 

 

 

  




